
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号 

 
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
七
十
条
第
三
項
の
認
可
を
し
た
の
で
、

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

令
和
三
年
四
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所 

 
 

秩
父
漁
業
協
同
組
合 

 
 

埼
玉
県
秩
父
市
荒
川
久
那
四
千
一
番
地
一 

二 

漁
業
権
の
免
許
番
号 

 
 

共
第
一
号
及
び
共
第
四
号 

三 

変
更
の
内
容 

 
 

第
三
条
第
一
項
の
表
い
わ
な
、
や
ま
め
、
に
じ
ま
す
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      

 
 

   

第
四
条
第
三
項
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
の
表
ま
す
類
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

    

四 

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
十
五
日 

ま
す
類

 
 
組
合
が
定
め
て
公
示

し
た
区
間

 

３
月
１
日
か
ら
９
月
３
０
日
ま
で

（
た
だ
し
、
に
じ
ま
す
に
つ
い
て
は
、

荒
川
本
流
の
秩
父
市
地
先
巴
川
橋
か

ら
秩
父
橋
ま
で
の
区
域
及
び
皆
野
町

地
先
皆
野
橋
か
ら
親
鼻
橋
下
流
の
秩

父
鉄
道
鉄
橋
ま
で
の
区
域
に
お
い
て

は
、
１
月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日

ま
で
）

 
 

ま
す
類

 
 
３
月
１
日
か
ら
９
月
３
０
日
ま
で
（
た
だ
し
、
に

じ
ま
す
に
つ
い
て
は
、
荒
川
本
流
の
秩
父
市
地
先
巴

川
橋
か
ら
秩
父
橋
ま
で
の
区
域
、
皆
野
町
地
先
皆
野

橋
か
ら
親
鼻
橋
下
流
の
秩
父
鉄
道
鉄
橋
ま
で
の
区
域

及
び
第
７
条
第
２
項
の
特
設
釣
区
に
お
い
て
は
、
１

月
１
日
か
ら
１
２
月
３
１
日
ま
で
）

 

 

６
月
１
日
か
ら
９
月
３
０
日
ま
で
の
間

 
第
５
条
に
規
定
す
る
遊

 

漁
期
間

 


